
中医協 診－2－1  

2 1   3， 2 5  

入院医療に係る関係審議会等における主な指摘について  

○ 安心と希望の医療確保ビジョン（平成20年6月）  P l  

○ 救急医療の今後のあり方に関する検討会 中間取りまとめ（平成20年7月）  PlO  

O r安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会 中間取りまとめ（平成20年9月） p19  

○ 社会保障国民会議 最終報告（平成20年11月）  P 21  

○ 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 中間まとめ（平成20年11月）  P 3 0  

○ 安心と希望の介護ビジョン（平成20年11月）  P3 4   

○ 周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書（平成21年3月）  
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また基本的な制度設計を担う国と、現場に直接向き合う地方自冶  

体が、各々その妄引王を的曙に菓たすという視点が重要である0  

医療制度の改華を進める上では、将釆をしっかりと免握えた長期  

的なビジョンを持ら、現i易の声亘聞きながら政策の立案や推進を行  

うことが必要であり、「安心と希望の医療確保ピジョン」を示し改革  

を進めていく。  

医療は、生元の尊重と旧人の尊厳の保持を昌とし、医療の担い手  

と医療を受ける壱との信頼関係に墨つき行われるものであり、治療  

（「治す」）のみならず、疾病の予防のための措置やリハビリテ‾  

ションも含軋人々の生活奄「支える」か口がえのない営みである  

が、ビジョンを示すことで、患者や家族等、あるいは医師をはじめ  

とした医療従事壱、また医贋従事者になることを志す人々を含めた  

国民各位力く、将来にわたり医療に関する安心と希望を抱くことを期  

待する。  

な乱医療制度と介護制度の役割分担など、必ずし毛十分な議論  

を尽くすことができなかったテーマもあることを付記するとともに、  

このピジョンで示した施策を実現するため、今後の具体的な即絹の  

申で、無駄を省くための改革実力を引き続き行いながら、必要な財  

源の石引呆を図っていくことが必要である。   

医療を肥り室＜環撮が、少子高齢化の進展や医療技術の高度化等  

により大き＜窒化している中で、医療ワービスの賀を向上させると  

と毛に、その畳も増やしてほしいという国民の声も弓萎く、また医療  

従事者の側からも、厳しい勤視環矧こ閲し改善を求める声は高いも  

のがある。国民の医療に対する安心を確保し、将来にわたり登の高  

い医療サービスが受けられるよう、医療従事者を含めた国民の声に  

きちんと弓を傾け、多様な意見を集約して政策に反映させていくと  

いう現場窒視の姿勢を貫きながら、次の原則に沿って、これひらも  

引きつつき医療制度の改革を行っていく。  

○ 正文府・厚生労働省の権限を拡大せず、現場・地域のイニ  

シアチブを第一－とする。  

医療現場の医師・看護師等の医療従事苦から、自ずから上  

がってきた多様な意見を冥約して政策とするという、現場重  

視の方針を貫く。  

0 改革努力を怠らない。  

ビジョンを示した後も、無駄を省く努力を怠らない。例え  

ば、規制播磨により医療芦を削減できる場合Jよ安全性を確  

保しつつ、積極的に規制撤廃を推進する。  

一方、一定の医療資源の中で質の高い医療ワービスを今後とも実  

現していくためには、国民も、地i或医療を自ら支え■守るものであ  

ると意識を改革し、医療従事笥と連携・協働することが重要となって  

いる。   

とり1つけ医師数については、現状でl諒宕憲封が不足しているという  

認識の下で対策を行う必要があるび、撃に医師数を増やすのみで三崇  

題か解決するものでは恋く、医療従事者のみならず、憲毒・宗族等  

国民がみんなで匡厚を支えていく芸努ひ求めらnる。  



患者▲家族にとって最適の医療を効率的に提供する胡点から、今   

後、桝塁間の役割分担と協働に基づ＜チーム医療を絶遠していくこ   
とカー求められる力て、その際には、個々の現i景でそうした役割分担を   

進めるための十分な人員を確保できるよう、看護師をはじめとした   

コメディカルの雇用数を増加させる。  

ユ 結昌這1〕な言左蕪岩刀を持つ医訳r7〕票芳  

医師の専門分化が進む中、内科、小児科、救急から末期力てん、認   
知症、看ヨ実りまで患者の全身の状態を巨岩まえた診療を行う閏点から、   

総合的に患者を喜多る昌巨力を毒する医師の育成を支援する。   

‾  臨床話憶和讃亡二虜重しノ  

平成16年に必修化された現在の臨床研修制度については、これ   
までの実方馴犬況を踏まえ、医師不足問題力てより深刻な診療科や地域   

医療への貢献を行う臨床研修病院等を積極的に邑引面するとともに卒   

前教育や等門医制度との連携を深める。また、臨床研修病院等にお   
ける研修の見直しなどを行いつつ、研修医の受入れ数の適正化を図   

る。  

1‾、后甜菜許（7）馨硯  

歯科医師については、適正な需給について検討し、文部科学省と   

の連携の下に必要な対策を講じる。併せて、将実の歯科医師の活用   

矧こついて検討する。  

医師国家書式張合格壱における女性の増加に伴い、女性医師の割合   

が上昇している中、女性医師対策は、医師不足対策において最重要   

きざ。異棒鋼啓掠策  

一仁ノ匡雇従事者等の紗と役割  

巨；禦郵㍍◆ェ告朕  

「．羞藩吏葉美け堅持  

「医師の需給に関する検討会報告書」（平成18年7月）では、   
2004年の医師数について、医師の勤務時間の現状とあるべき姿   

とのギャップを「不足医師邑」とすると、2004年においては9   

000人が不足し、将来的には2022年に需給が均衡するとされ   

ている。  
一万、医師の需給については、様々な要因が関係しており、医師   

不足問題に対し主に医学部の定員増で対応した場合、効果が現れる   

までに長齢問かかるため、同時に短期的な施策の検討も必要である。   
現状において、医師の勤掠一状況は過重となっており、適正な勤汚状   
況における必要な医療提供体制を確保するため、総体として医師数   
を増やす方向とし、同時に医師責成環境の警備を行う。  
医学部の定員については、平成9年6月3日の閣議決定「財政   

構造改革の推進について」における、「医療提供体制について、大   
学医学部の監理・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員   

の削減にヨ又り組む。」とされていた力く、既に、「斯医師確保総合対策」   

（平成18年）と「緊急医師確保対策」（平成19年）によって医   
師責成の前倒しという方針の下で最大395名の増員が可能となっ   

ている。さらに、今回、現下の医師不足の状況にかんがみ、従来の   
閣議決定に代えて、医師養成数を増加させる。  

専門医制度の整備状況を暗まえ、規制緩和を行う。  
また個々の病院において実態に見合った適正な医師数を確保す   

るよう、必要医師数の算定方式の見直しを含め、医療法標準を見直  

す。   

．和  

職種間での協働とチーム医療の充実を進める際に当たっては、それ   
ぞれの臓権力†、互いに専門性を尊重しつつ、情報の共有を効率的に行   
うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築＜ことで、病院勤務   

医の過重矧動の解消壱屈りながら、全体として患者・家族、医療従事   
者もともに安全と安心▲納得を生み出すという視点が重要である。   

「医師及び医療関係職と事謁職員等との間等での役割分担の推進   

について」（平成19年12月28日医政局長通札以下「役割分担   
通則」という。）で示したように、各郁毒に認められている業諾範囲   

の下での業務を筈及する。また現場の書讃師が専門看護師、認定書   

護師の取得を促進する施策を講じ、その筈及・拡大に努める。さら   
に、医師・看護師がそれぞれの専門性を情報共有や会岩乗等を通じて   
十分に発揮するとともに、効率的な医療の提供に資するため、チー   
ム医療による協働を進める。その際、これ力、らの著書隻師には、医師   

や他の⊃メディカル、他の職員等や患者・家族とのコミュニケーシ   
ョンを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけ   
るチーム医療の中で、自ら適切に判断することのできる毒舌章師の養   
成が必要であることなとから、書芸萱基礎教育の内容及び就労後の研   

修を充実するとともに、教育の方法や内容、期間について、将来を   
見渡す観点からの望ましい教育の在り7引こ関する抜本的な検討を進  

める。  
また助産師については、医師との連携の下で正常産を自ら股うよ   

う、院内助産所・助産師夕ほの普及等を図るとともに、専門性の発   
揮と効率的な医療の提供の胡点から、チーム医療による協働を違め  

脚ニこ＝二＝■＝＝Lここ＝こ＝．＝＝＝二＝言＝一三   」   ＝＝ニニ∴二＝二＝ニ＝＝二二＝－こミニユニ蒜＝三こ二＝÷こ－ニ＝＝＝＝ここ－－－－一一一▲＝・一 ここ－一   

の課題である。特に産科、小児科といった医師不足問題が強＜意書哉   

されている診療科の苦手医師には女性が多く、こうした女性医師の   

再任膵防止、出産・育児等と勤持との両立を安心して行うことができ   
る環境の整備は喫緊の課題である。このため、女性医師の就業率を   
高め、医療分野力て男女共同参画のモデルとなるよう早急に対策を進   
める。具体的には、「短時間正社員制度」を始めとした出産・育児等   

に配慮した勤務環頃の導入・普及や、キャリア形成における出産・   

育児への配慮、院内保育所の整備や充実、復職研修の充実などを進   
める。  

－／∴≡師し7■ノ茅撞′才夏至′㌔・講和慧  

医師のワーク・ライフ・バランス等に配慮し、特定の医師に過剰   

な負担を掛けることがないようにする。例えば、公諾員である医師   

を含め、例えば週のうら数日は地方の医療機関で勤托するなど非常   

勤医師の活用により地域医療を支える多様な勤務形態の導入、コメ   
ディカルの活用も含めたチーム医額の徹底、交響勤務制の導入促進   
なとを図る。  

また、産科医療補償制度の早期実現や、医療等故における死⊂の   
原因究明・再発防止を図る仕組みの構築など医療リスクに対する支   
援体制の整備を進めることにより、医療の透明性の確保や医療に対   

する国民の信頼の回復につなげるとともに、医師等が萎縮すること   
なく医療力て行える環境の整備を進めることが重要である。  

三ノク席料′J〕ノしてノノノ、しり批蔓彗二了  

医師数の診療科間の適正なバランスを確保するためには、医師総   

数の増加を前提とする必要がある。その上で、過酷な勤務環境や訳   
書公リスク等の要因を耳又り除いていくこと力t重要である。また、医師   

の職業選択の自由に配慮しつつ、産科・小児科・救急科t外科等に   

ついて、現甥・地域の意見を重視し、増員のための方策を自治体とと   

もに検討する。   
府酔科については、現在、国が標襟章椅を定め許可しているが、  



る。またその際、的産師業務lこ従事する的産師の敷萱増やすととも   

に、資蛋向上策の充実も図る。  

摂寅・嘩下機能等人々の生活の基本を支える歯科医療においても、  

チーム医療の下で、歯科医師や歯科衛生士等歯科医療関係暇車重亡、  

医師や看護師等との連携を進める。   

医療亨蕊関に勤指する菓剤師がチーム医療の担い手として活重々する  
ために、病接写での薬剤管理や、医師・看護師と患者・家族の闇に  

立ち服薬指導を行うなどの業務の留及に努めるぐ また、医薬品の≡  

宝性確保や賀の高い葉物療法への参画を通じ医師等の負担車重減に貢  
献する読点から、チーム医療における協働を進めるとともに、責質  

向上策の充実も国る。  

′【 ‘1ト′ 仇漂有r）㌻：ご  

臨床検査技師や臨床工学技士の積極的な活用を図るととともに、  

医踊と作業療法士、理学療法±等のコメディカルとの協働を進める  

など、多職種連携によるチーム医療の昌及に努める。  

患者・家族に最適なサービスを提供する観点から、役割分担通知  

で示したような物品補充、患者の移勤などの毒害蔓職と看護踊弧毒の  

役割分担を進める。∃≡た、チームケアに関する看護暇や∩喜善帽への  

教育、研修等も含め、看護職と介護偲との協働を進める。   

メティ刀ルクラーク（医師事試作業捕的竃、医療軸富なと）につ  

いては、言要員記載、オ・‖・・・タリンウシステムヘの入力一宮との子呈割分担  

を推達するとと毛に、汚異同上の万策について検討する。   

また、医師等と患者側のコミュニケーションの仲立ちをし、十分  

な話し合いの‡貨会誉確保するといった業務を担う人材の育成か必要  
である。  

‾一1 ェ ∫て」11苛で支える医療の謹遷  

■  

医療は、人々が他1或で安心して生活してい＜上で欠かすことのできな  

い、国民生活の革盤を支える営みである。とりわけ救急医療力て磐石なも  
のであることは、急激な憧債状態の悪化に備え、地上或のセーフティ・ネ  

ットを確保するという観点からその根本をなすものである。また、医療  
は行放や医師をはじめとした医療従事者のみならず、宕壱・家族等地域  
住民が支ぇるものであるため、救急医療をはじめとした他l或医療の様々  
な側偏において、そうした、医療琶支えるそれぞれのヨ又り組むべき万策  
や役割等について以下に聖王竺する。  

▼、「＝・ニこ戸・リ」一ゝチた  

救急医療については、医療亨茂関への円滑な搬送を確保しつつ、現   

行の初期扱急、2次救急、3次救急といった3段構えを維持しなが   
ら、更なる量的・質的充実を図り、救急患者に苅し、地域全体でト   
リアージ（重症度、緊急性等による患琶の区分）を行い、院内の各   

喜多療科だけでな＜、地t或全体の各医療‡盟関の専門性の中から、病状   

に応じた適切な医環を提供できる医療機関又は院内の喜多療科へ効率   
的に事辰り分ける†本制を整備する（管制1引盟能を担う医療機関の警   

備上人材の育成）。  

具体的には、救急患壱の動向や既存の救急医原に関わる資源、連   
携の状況等を謂否し、当該謂歪を岸昌まえ、地域の現蛸を鋸屑に把握   

した上で、平時から、管制l害機能を担う医療機関とともに、地1或全   

体の各医療機関の専門性について情報男雇し、その情報を住巨引こ対   
して開示し、猶急患毒の効家的な振り分け方策について議論してお   
く必要がある。各医療機関においては、例えば通常業矧こ加え救急   

芸諾を担うことによる医師等の原禦を防くため交代勤拐制を警備す   

ご、  
また救急医原機関ての受入nを確実な毛のとするために、急性期   

を脱した意壱を受け入れる病床を確保するほか＼夜間・休日等にお  
ける診療所医師の外来言募療の推進など、喜多環所医師の救急医療への  

参画を進め、紋急医療機関と地域の他の医僚機開との間で、地域主  
体の各医療機関の専門性や、効率的な患音の壬辰り分lT万策について  

情報共有し、その情報を住民に対して開示する。   
医療機関と消防機関⊂の連携を強化する観点から、救急医療情報  

システムにおける情報更新の随時化、救急患者受入コーディネータ  

ーの配置、現場の医療従事者と消防機関とで開催するメディ乃ルコ  
ントロール協議会における救急搬送等に係る地域の現状把握協議  

の充実と住民への開示脊椎達する9   

万で行政は、各都道府県の医療計画において定められた、力てん、  
脳卒中、救急医療など4俣病5事業に係る医顎連携体制を推達する  
とともに、地域住民の二“ズを調査・把握し、名医療機関が地1或のニ  

ーズに応じた役割を果たすことができるよう、医療機関に対する情  
報提供を行う。十分な情報開示を行うことによって、地域住民がネ  

ットウークを踏まえて行動するよう旨及讐発を進める。あわせて、  
そうした「地f或完結型医療」の毎及に向け、モデルとなる成功例を  
示す。また診療所については、1也域のニーズを把握した上で、例え  

ば複数の医師等がグループで診療を行う体制とし、地1或の他の医療  

機関との連携を確保した上で夜間・†木白等も含め一定の初期救急も  
担うなど、機能を強化するとともに、地土或住民の利用に賀するため、  
喜多療所についても十分な情報の開示を進める。  ■∵いチ1ヲ菜弄し韓ご．－二苺土日ヒ  

また、限りある地1或の医療資源を有効に活用するとともに、医師  

をはじめとする医療従事者の過度の負担を手書滅する彊点から、不  

要・不急時の救急医療の利用を最小限のものとするため、牽至症患吾  

による夜間の救急外来利用の適正化や、救急車の適切な利用に関す  

る竃及啓発に努める。併せて、独居高蘭書等の地1引こおける見守り  

や、Ⅱ娼の僅康管理の重要性等についての普及、小児科における小  

児救急電話相談事業（耳8000）を高齢壱を含む成人へ広けるな  

ど、救急電話相談事業の拡充の検討や、家庭への緊急時のマニュア  

ル等の筈及を図る。  

仙「   
「二≡隼t、ノ〕濫完  

患者・家族の生活の賃を確保する観点から、医療の提供の場とし  

て、医原機関だけではな＜住まいを念頭に置＜発想も必要であり、  

退院前・退院後ケアカンファレンス等を通じた切れ目のない医療達  
携の確保とともに、∩喜雪との連携を図る。  国政び地方公共団体蔓  
旭i或で蔓らす者の視点に立ら、個々の地域毎に住民のニーズを把握  
した上で、医療サービスと介岩室サービスの連携、ボランティア等の  
5看割との連携を進めるとともに、医原、介護、福祉に関する情報を  

住巨引こ開示する。その際には、予防や社会誇源の開発・連携体制の  
暗雲等についての医療・介言衰・福祉の現場における保健師の専門性  

さ岩岡を推進する。さらに、訪問看護ステーションの規模の拡大等を  
図り、訪問看護の更なる畜殺を目指すとともに、訪問看護ステーシ  

ョンや在宅医療萱提供する医療‡岩間については、地1或の多様な在宅  

医療ニーズに的確に対応することに加え、例えば末期がんや精神・  

神紹疾患等の専門性の言い分撃引こも対応できるよう、専門性の深化  
に努める。また、居庄系施設における医療ニースを満たすことを進  

める，   

薬局については、夜間・休日の対応、青竜宅への医稟完・衛生不才  
斜等の供給、緩和ケアへの対応等琶確実に実施するため、地域にお   

救急医環にロ艮らず、二也域の限られた医療責源空南効に岩岡するた  

めには、個別医療機関がそれぞれで宝ての医原ニースに利府する「医  

療機関完結型医療」ではな＜、医療機関がそれぞれの得意分野を漬  

かし、地域全体で完結する「地域完結型医療」が求められる。その  

際には、医療計画等に墨つき自らの地上或における役割を検討し、地  

1亨電連携クリテイカルパス等を利用した情調の共有化や円滑なネット  

ワークの楕崇に発める．，また居住系施設や∩言要施設において石医療  

提問との連携に努める一コ  

‖
“
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う複雑で専門的な疾病や治療に関しても丁寧な書記明を行い、その納   

得を得るように努めながら、プロフエツショナリスム（職業白勺専門   

性）を最大限発揮する必要がある。また医療機関は、患者・家族の   
不安等を傾聴し、課題に導いていくような相談擢能を肯するように   
する。一万で患者側には、リスクや不確実性が伴うといった医療の   
限界への埋解、及び疾病や冶原について主体的な理磨捌こ努めつつ、   

医将従事壱と協働する姿禦が必要となり、そうした基盤の上でのコ   
ミュニケーションが医療従事者のモチベーションを維持・向上させ、   
提供される医療への患者・家族の満足度を高めるという好循環を生   

む。  

医療は、国民生活の基盤を支える公共性の高い営みであり、患者・   
家族等国民と医療従夢音の双方に、それを支える努力が必要である。   

医療従事者は、自身が公共性の高い存在であることを自覚し、地  
1或の医療ニーズを把握し、生涯を通して医師としての水準の向上に   

多竺める。   

一方、患者側には、自身の健康管理に努めるとともに、例えば安   
易な時間外受書多（いわゆる「コンビニ受喜多」。患壱にとって便利と思   

えて毛、患者の抱えた疾病の克服のための必要性が少ない）により   
医断崖関の負担を不必要に増加させ、真に必要な場合に医療を受け   
られないことがないようにするなど、自らの地域の医療資源力て公共   

のものであり、青眼の資源であるということへの理角写が必要である。   

このため、地域の医療機関等の協力や種々の市民活動を通じて受診   

行動等についての隈極的な琶及∴哲発を行うとともに、矧こ産科にお   
いては、母子保僅活動の充実等により、妊婦健診の適切な受診、分   

娩に伴うリスクに関する正しい害悪識、同産期母子医療センターと緊   
急時のアクセス万法等に関する竃及を行う。  

ける医薬品等の供給体制や、医裏品の安全かつ確実な使用を確保す  

るための適切な服薬支援を行う体制の石副菜・充実に取り組む。   
さらに、患壱・家族に対する在宅医療や∩譲に関する情報の積極  

的な提供に努めるとともに、地域におけるボランティアや民生委員  
等を通じて患者・家族への精神的側面も含めた支援を行うような活  

動等の推違や、それらと医療従事者との連携を園る。   
歯科医療においては、高齢者の健康増進や誤瞭性肺炎予防の視点  

から口腔機能の向上や維持管理が重層であり、在宅医療と連携した、  
在宅歯科診療を推進していくための人材育成や体制整備を進める。  

へき他の医療体制の充実にだしても、地理・気候・人口等の条件   

や医療資源・連携等に関する情報を収集し、現状把握に努めた上で、  

必要な医療体制を構築する。その際に、必要な医療資源蓉曙保する  
ため、医師等が地Ⅰ或医療に自ら進んで従事するための万策の検討を   
進めるとともに、へき地医輝機関への支援等を一層充実する。  

あわせて、還隔医療についても、必要な医療資源を確保する観点  

から、医額の地1或格差を是正し、医療の箪及び悪者の利便性を向上  
させるため、情報通信機器の整備等により今後一層の推進を図る。  

1  

3 医療従要吉と罵竃・家族の協働の履悪  
J  

汚亘璧扇仇憬驚掟  

医標の高度化なとにより、医療現場の業拐密度が高まっている【   
万で、このような状矧こおいても我が国では世界的にも高水準の医   

療ヘアクセスできることは、医療従事壱の日々の努力によるもので  
ある。  
また、存命率の上昇に伴い、患者・家族等国民の医療に対する期   

待も上昇している。これに応えるため、医療従事者は患者や家族の   
肉体的・精神的な苦燭や葛藤を理角写し、悪書・家族が理解できるよ  患壱や家族に対し療寮生活上の心Ⅰ郎勺社会的問題の解決援助を行   

うメディカルソーシャルウ一刀ーや、医師等と患者側とのコミュニ  
ケ→ションの仲立ちをするボランティア等を活用することで、自ら  
の傍受生活を自立的に構築していけるよう、そうした職権の雷及を  
進める。   

あわせて、こうした医療の公共性や不確実性に関する認言哉の筈及、  
また医療従事者と悪者・家族等国民との間の相互理解の推進等を行  
うような、例えば、地域における語らいの環や地1或住民による病院  

減員との懇吉敗合（「悪書塑」「病院探検隊」など）の開催といった市  

民活動等への積極的な支援と市民への情報提供等を行う。   
さらに医療は人々の生命や生酒を支える基盤となる営みであるこ  

とに鑑み、学校教育においても医環に関する教育を行い、幼少朋か  
らの、その年齢に応じた医療に関する理解を冒及する。  

猷 医療鈎芸能 

これまでの医療は、病気を治すことに主眼を遍く「治す医療」が中心  
であったが、人類史上兼官有の高齢化社会を迎える我が国においては、  

予防を重視し、日頃からの健康の維持・土曽進に努めるとともに、こうし  
た「治す医療」だけではなく、病を抱えながら生活する患者と、その家  

族の生活を医屏を通じて支援していくという「支える医療」という発想  
がより一層求められる。   

患者が住み慣れた地域でその人らし＜生活し、希望する生き方を選択  
し、希望すれば在宅での看取りが選べることも必要であり、個人の等厳  
の保持を支える在宅医額や訪問着言葉等を一層推進する。   
この「支える医療」に「治す医療」を合わせると、「治し支える医療」  

となる。「治し支える医療」においては、医療従事者が一方的に標供す  

るだけではなく、医療従事者と患者・家族の双万に、医療とは両者の協  

働作業であるという視点が重要である。   
同時に、ボランティア活動等を通じ、生活音である国民の「治し支え  

る医療」への参画を推進する。   
このように、我が国の医療は、「治す医療」から「治し支える医療」  

に向かつていくものと考えられ、本ピジョンの各施策はそれに貸するも  

のである。   
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▲坂本すが（東京医療保隠大学医療保偲学部壱獲学科長）  

■堀内成子（空路加害注大字香は学部長）   
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ヒアリンク（薬剤師）  
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買1 はじめに  

第2 救急医療の現状及び課題   

1．救急利用の増力い多捌ヒ等の救急医療に関するニーズの増大   

2．鞍急搬送の動向   

3．受入先となる救急医療機関   

4．救急医環を担う医師を取り巻くⅠ引責   

5．救急医僚に焦る公的財政支授  

業3 検討事項   

1．救命救急センターに対する新しい評価について   

2，救命救急センターの竪嶺のあり方について   

3．第二次救急医療披関の状況及び今後の整備について   

4．特定の診療領域を専門とする医療桧閣の位置付けについて   

5．致急搬送における課題と円滑な受入れの推進について  

第4 おわりに  

救急医療の今後のあり方に関する検討会  

中間取りまとめ  

平成20年7月30日  

参考書料   
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第1 はじめに  

社カ：国の救急医積体制の本指的整掘は、昭和39年度の寸兵舎柄†撮・被告訟窃所の告示制  

圧の6り慧に始まる，昭和5Z年度からーま、折期、二次、三次の救急医硬磁関の階層的安価  

を開略するとともに、併せて救急医茄帽報センターJノ盟俄を始め、さらに、平成3年度に  

は放念救由士副使を別個するなど、救急医痴の体系的な超戊を進〟）てきた．   

さらに平成9年12月には、秋が圏における良慣カ・つ効章的な救急医原体制のあり方王こ  

ついて【紙念匡読拝制基本問題横村会報告勘が町）まとめられ地域性に配隠しセがら  

柏倉直積一事制のも在保を進めて亭た＝   

Lカ■しなカ：ら、昨今におt・ても、放念相接恩晋の受入れに時間を要した耶真の報道カー相  

次ぎ、社会的な問題となるなど、枚が固〝）絶息医布陣制にはいまだ多くJJ繰越が放されて  

いらことL三た事実である．  

J＼口の少子高齢化、怪談から病気という疾病溝運の変化、国民の二【ズの多便化や匝頓  

に求める水準Ⅵ上長など，我が国の救急医療を取り巻く環境は大きく剰ヒしている。二の  

よぅな中で、扮恩甫牒件救の増大に代黄さJlる救急医原稿要そのi一のが大億に増加してい  

る状況にあl）、二れらに対応する救急医職択ロー体制の確峠（救急医様に関ゎる医師の辰釣  

及び質的な滝條、匡標計画制度における放念医療の位置付けとそれに基づく匡栃曙関間ゾ）  

連携叫童秦等）が喫崇♂）亀裂願とLて射められている．   

二のた的、曙生労働省では、り女忽医療の今後のふリカに関する梅村妻」（以下rlこ検討  

会」という－）を平成1日年12月に設捜し．上記の掟甥等に閲すろ榛封を行うこととし  

たL   

不情刑余では、当軋 料こ第三次線色匡標絶間（軟命救急センターノ のお膳ノ）あーフ方に  

ついて焦．唇を当て掩討を行うこととしたっ   

この野鼠としては、以下の各点があむ   

これまで椚烏100万人に一か所を別封こ豊†備を逓めてきた敢如女思センターが、当Ⅵ   

の月控を大さく超えてもなお都市部を中心にその整備が）隻む左ど．放的個大が続いたこ   

と  
・各施設の質的状況を錐価するた〟）に、平成11年度より施設の売笑度附師を行ってきた   

が、評価尺度の拓御二ついての各施設【り対応が遁み、すべての方逼設が猥高別法の芸￥価を   

得る状況が続いていること   
二jlまで、う摘l秋邑tンクーソヰでL、粋に指旭印帆急性中等∴量針圧封Ig等ゾ1特許疾   

燵を糞ーり、才1る純真‡として高慢微南牧急センター・ハ等惰力：ノ‘きhてきたが．i毎年は通常  

J〕1貴命1女魚センクーにおいても同だ圧の役馴を果た十方直三芳らあり、帯皮故射た急センタ   

ー叫立置付けカ明揉てもるとの指摘カ：茸）つたこと   

Lノ）」L4’がら．挟命4失念センウーのあり方について議論を進めていく過程にゴが．、て、敢  

闘ズ曽センクーが十分な役割を果たすには雨＝次招息匡砺硫閑の売笑ポ欠か七万十とrlノ音  

見が多〈旧され七二と、絨息躊迂居着の救急医環旗閲、の円滑な受入れには紋南牧急セノ  

クーのだ其のみでは対応が田簸であると〟J三已兄1こ至ったこと等によl）．救命牧急センター一  

に限らザ、広く放念匡標体制全般について狂言i十ることとした。   

掛こ，第二次抽象直読機関のぁり方、放念陀桂さjlた患者が受入れに至ら机、理由等に  

ついて詰ぎ占を行った．   

また、車中Ⅳ帰りまとめに当たっては、平成2〔1年6声＝こ、国民の匡帝に対する安心を  

施促し、持采にわたIj質の毒し、匿桁サービスが隻けられるょう、医照従事者を含めた国民  

の声にさちんと耳を情け、多様な膏見を集約して政策に反映Lていくという現場嵐視の方  

き引こ誌ついて、厚生労働大臣の下に取りまとめられたr安心と希望の圧服荘保ビジヲンJ  

や、同年7月29日に、微力：圏の社会性時の現状に対して国民カ；抱く不安や不帯に】望み、  

早告に窄手すべきJ安．いにつながる国民の日掛二立ったきめ細かな万策として、政府全  

作て取り三とめた†吐条件瞳の披能掛ヒのための緊急対策－5つの安心プラン～」の内容  

との整合性L図った．  

第2 救急医療の現状及び課題  

1．救急利用の増加・多削ヒ琴の救急医療に関するニーズの増大   

高齢化の延屑、住民の音読の変化等の社会挿努の変化により、釈告別用が榔JD・多転化  

している．1東急軌送人員を例にとると、この】0年間で5∩‘仏以上増加しており、特に、  

高齢者を中心とした軽症・中野症患者の増加が苛い・．また．観念車ヤ救急医積椛関の下  

更・不急の利用により、異に緊急性のある憧病者への対応に支障九一生じているとの指摘も  

ある．また、匠硬を受ける†側の、救急医痴／、の過大とも言える重来が増大しているとレ鳩  

摘Lある。  

Z．救急船送の動向   

控†吉省消防庁の卵蚕によると、救急軌道において、受入先直積級閑の決定までに時間を  

零する事案の発生が相次いでいる．二うした傾向は、特に大洗市紬こ如・て強い†＊）  

′ ニイ′ざにつlてば ㌫市芯にJJ宣7、先膿細上なる∈才縫研J；多士仔注してブ】り 柁丑月と打払叫銅紬描け朋‾ご；≠   

1かぃ引払山千りと〕行う甲で、世富√・司ホ；ニ応じた痛切1臣確保間を鎚宣してい一こと：ニ申開・手研七払知1こ暫し 

ワ1ノをノウ1い訂力L九るとトろ雷魚カ：わろ  

第3 検討事項  

1．救命救急センターに対する新しい評胤こついて  

（1）これまでの評価について   

敢向敢．曽．センターの充弄度拍洞については、平成11年度以降、それぞれレ）施設のレベ  

ルアγブを目的に毎年度実施Lてきた．評価方法は、各施設から判官される前年の一宇閏  

の英紙を点故化し，充実度段階A・8・Cとして3段階に区分するものであり、評価頃日  

は、施設の放急専用花言云の有乳空席の随i異数、！多額データの熱計の有無、常任医師放と  

いった施設の！金環体制が中心である．   

ニの評価結果は公宅されるとといこ、施設tこ対するi型営㌍撒助金や言を疎開酬の加算に反  

映されるため、嗣平庸を得ょうとする施設の取組が踵j堕さjlる仕組みになっている．   

その結果、押廊開始当研は評価の低い施設もあったものの．平成18年虔及び1g牢既  

にねいては、すべてIJ）施設が最高段階の絆価を得るに重り．－盾の官の向上を団るたが）に  

ほ充実度許l頗の方法を荊たなものに改訂する・ピ・褒があるとの指摘があIJ、二の度、新しい  

充実度評価について論錆を行うことにした．  

（2）新しい評価の基本的な考え方について   

新たに充実度附面の評価項目等を定めるに当たって！1以下J】霊木的な考え方に基づく  

ノミ寺であるとしたt  

（王水められる構能の明確化   

致命漑息センターに求められる械態々明砧にする．具体的には、敢命救急センターに求  

められる駿龍として、下記の各点を1木柱とすることが適切である．  

・遊症・産萬患者に係る診環険疇  
・地域の放念躍遠・救急医現体制への支援機能  
・概念直積に閲すろ教育搬能  
・災苔直媒への対応機能  

・空）第三者の視点・換言正が可徒な亡羊価   

これまての克美贋評価においては冥建と華厳した相場がなされてl・る施高空があるとの相  

称ユ‘ある】ニのことから．それぞれ山麓急から〟）親告に菩づく附由を基本と寸るが、覇三  

者の視点によろ評価項白も加える。≡た、報告l一可零についてU）験；正が可能な項日を胎り入  

れる1  

一言地域蹄怯の勘累   
持場項目によってほ、瞞設（り所在地の状況や周）⊇人口苛杓Iた況に応じ‾こ、求Jノら】lるホ   

3．受入先となる救急医療捷腰   

絶息屈帯闇偶においてけ、撒恵利用レ〕相加・多様lヒ専に対応した件制ノ）充実が＋分に図  

らjlておらす、釈恐匡標を担う病院勤預医等の渦百舌な勤務環境、勤務状況に見合った報酬  

となっていないことへの不牒．泥酔昔や薬物依存憩曹等とのトラブルといった問屋巨乙科ナ  

られる．  

4．救急医療を担う医師を取り巻く頂境   

童き囁科の偏在や、刷売物搾医の陸将利こ伴う医師偏在・不足の一票刻化もあり，地域によ  

っては救急医碩体制の臨陽に支障が生じている．三た、救急医療へのニーズが増大する中  

で、特に軟膏濫僚を担う病院勤械直の疲弊は零しく、これらノ）医師の音欲のl氏下が指摘さ  

れている一 さらには、従来は非軍門寮に上る応急的な診療が雪隠さJtた牧患医療lこ射し、  

国民が、時と埼所に上らず高度な守門的医環を期待すろようになったことで、救急医僚そ  

担う医師が、！全凝内容が専門的水準に王らない碍合の折吉公リスク専を懸念するようになl）、  

二Jlが．圧師の定訳〟フ低下の一因にも存っているとりヽ指摘があa   

また．へき地等においては、一人の医師が放雇ぃ医療L含めた吉夢標を担当している‡箋台も  

多く、そうした医師〃抒弊も同様に貯念さ九る   

こうLた状況を雄三えると、救急医環を支える医師の華痛も空軍と考えらJt、例えば．  

平面・草書蓑教育を通じての放息匿痛への配膚l】必要と考えらJtる。  

5．救急医殊に係る公的財政支援   

盲巧瑚放急医環や顆二次救急医療の体制立偏に要する肘涯については、平成16年度から  

レ）いわゆる三位一体改革等により田の補助金が順次一般財源化きれ、その実施については  

地方自治体の鼓丑に委ねられるようになった，二のたわ、軟急医既に関する公的財政真鳩  

の捏堰は地域によって異なるLのと考えられる．   

放念医標は、柁許性にかかわらザ帰依さ九ることが放b求められる医澤分野であl）、必  

弓引こJこじた公的肘枕支持が適切に行わさlることが、致象医項しり維持には不可欠である、  

以上ノノよケJf批況により、切ヤの軋菅屈横猿開における努力だ：ナでほ、地域にJ5いて安  

定的：二梓．き在荷を柁供L矧丁く，ニ！；）二難しくなl）つつ三1リ、制度的′⊥三才兵直売罪．1；牲二粗  

く：lミ上・うらゴtるよ・うにブ（づている．  

lj  



三た、三千〔応けノ苫劉生を呑〆′ろために、重症度ミ■加托しrニエ得手等を評Ⅶ指訊こ監り込む  

こと力i重警こ三っろ±爪意見うこあノノたっ  

湛を悶堕する．同辺人口が少な十刊I薫て九ってしJ花市りtり正血砕きてンク′リ1粍ノ主に  

た時間を要すろ地梗l軋理的空白地簸）千ムるた？んに誇違≡ゴ1た捨印1＝モモ／々に∴右  

てに、聖．青畳入軟や張番の挿値頬白でホム1－らjtる水越を一尉氏く設定丁三）．  

壬ナ二，上記に加えて、咋雪♂〕救急匡撮を担うホ引宗則f箋匡♂ノ恩義な動巧諌兄び）已モ善を†揉十  

項目L加える，  2 救命救急センターの整偏のあり方について  

（1）これまでの警備の禿れと量的状況   

寸土由放念センターけ当初．抗わ1し〕0万人に∴Lカ所を引引こ竺怖がなさ′jしてきたところ  

で謹ノミ，－ 平成19車齢こおいても新たに8拡毒筆の整怖がな三れ、視点∴：宣匡にニ20〔＝・所  

を超えるなど、丘的には確実に増加してJっり、人U当た11の態としては当†刀の日揮を大き  

く上回引二言っている．斗引こ壮年は、大都市律）←書いこおいて、構凝Lて楼妄てレJ狭和紙忠で  

ングーーが雲航芸才lている寸た況てある－   

そげノー方て、地理的空白財産も多敏枝三れているたナノノ、二れらイ）地理的空白地域を嵯ん′〕  

ることを恵一矧こ、平位16年厚から規模の小言い120床禾㈲ 牧如貴君セノクーに′ノノ＝  

て新型姓副食急セ，／ター・として慧偏を†削畠L、一定山成黒を上げていろが．依普たして地  

理的空白地域は多壮言王手れていろ状況にわモト  

（2）質的な状況について   

個ヤの救命叛急センターの罰的な面をみそ）と、所在【り救命東急センター帝売買官許釦Jむシ  

項‾⊂】主／こたように、随々の1責由放念てノタ肝の矧ヱ花実に向上してきたところであるが 

決して∫焦が指施さごしていう。  

・敢由軟各センター1堰環を行う踪には、小舟糾、㍑浄机、整形外科等の犠仁な詰満潮宮   

関わりが厨要て．らることについて．汝向絞含センターを設置ナろ医療監関の球烏芋カニ十分   

てくLい   

相押科宣告 小児黄苫、同産靭帯れ軍門分野別に整備されつつ九る敢漕牒偏購制と√J稚   

拙が不十分でタノろr  

▲重症夕日堵治第にさゴい〔は、持ちぎ持た死が誕生Lてい引三カ・∴按針む乃四取の運動性儲雪   

∫′り、陀桔テ盲宝の改善／・、しり取毒且が下十分で言■）ろJ   

脳卒中干心筋P吉夢など、負性循環岩≡疾悪等におけろ冶頑やり′＼ヒリ千一ノロン｛／ノ性制1 

十分てない1  

（3）救命放急センターを取り巻く状況について   

れ紆抽象tンク】を灘川竜くりこ況とLては、次の烏が指摘されてい・  

・】天台持運智者触り】官天を中心とする故急医療に闇■すもニーズ増大に化して．他種軋菅二   

次放念匡帯構閑の受入体制の属鳶訂溌いつか十．1こ甘i秦⊆二次1一（さ匡寿h三関て対応可詭   

左官者が某諭雄㍍Hンタhに打持運与れろこと∴よ：ノ、絞利発芝t‘ングーにi良質ーハ邑†里か   

‾〟、  

（3）新しい充実度評価案について  

上記ノ）雲本的な考え方に基づき、別．餓「ト。ヒ鉦粧な売貢輔価襲封惜し上i  
所たな項目とLて、匡J貫禄1；者の芳一勤横転没落に掠る額巨＝二ついては、「辰師ご仁試け薫  

期首J〕有無∴J転院・旬三種り〕開架員lり自己捉J、「医師け」見担軽滅び）烙瀞上」、†住戸及U睾潤  

か手玉の箇正佗Jを加えることとし、この中で交代劇儲別についr上り正郎りに房事娠ナご1こ  

については、一都這桶野  

地域メデ1‘カ′しコントロール備言行室への問与∴綾思想者支スコーチ／ネ一夕rへのぢ択亘  

1」喪∋、医覇橘鈍システム、J）閥与」（訂う笹／何県1こ上る許侶‖「ウツタイ／儒iて調査へ（′〉晶  

ノブれ兄」（清め裾抑二よる評摘）を刀Pエた，   

二h「〕〃三幸価i菩具についてけ、基、絵、てきろ「1ミリ話紺な†帯印を公表Lていくことが．冶  

晶膏急センサ㍉丹沌祐．鷺山向上げ）たIノノの酌沌軍について国民い理宅軍を、巽山こ－た亡左に1上▲要   

し′Jつ二／、  

（4）今後の課謂について  

：．れ三での充実度円価においてt．よ英†点と狐徹した許肱がなさilてし、る施設がみ）るとノノ指  

摘が守ったことは旺に1ぢペたが、売買ノ質評価の三幸価自性の門の碇悍のた一っにL、喜平愉メ・冥  

建と衣雌していないか、新道閃県寄が中心となって睦言正する体制を†㌫51■る・ヒ要カ：あう．   

三rニ、売笑檻昌平価を実施する日的け、値々山勤爺挟念センクー山槌罷の強化、鷺山「口上  

を促し、レって皇国の三女忠臣板体制の5鼓（じi■以ることてある＿ 元業度評価【まて1命挟きセン  

ター」こキ「「る補助剤庶とt〉連動Lているが、例えば＼評価上組憎が指摘きれた昭藩潤霊亘   

′八■、についてL痛切に】申告改善カニ臼られろよう配膳寸・こをでぁる，   

引訂∴新たな冤宵控評価へれ梵更二より、そ力17丘‾t′ノたけ一に値りの旋己実に出いて－ノ巨〔1  

貝掩が生じることし想定さ出る二ニカ・七、誌云ふ直過程において【1、評価方法J〉変動二∴っ  

て、夜1㌢㌣軌緩十ろ医師に更なるlら招をう▲ける詰寄ミに‾←ること三野丘・寸ろ百見カ▲二′J㌧／、   

今回の夏空け日常の竃説に－さわ！tている続和浩忽センターの勤手芸匡懐ノ、に更なる昌一ヨを  

1けミニとか臼杵ぐiユなく、1士由了賀意センター．つこ設置三才している病院．て・ノるいざま地域：二軍  

し▲二）奮闘k急セノクーの随わせの強化▼賃のFj上＼巾同の恥旦むl完すたJ．りし′ノこ．しってヱLニと  

いうことモ、備炭、地方日活体花〔ノ■【ヨJま十分圭1㌫且L∵∴＋モノlそナ⊥げ・苗は壬築たす一上＝だノ1  

′ ′」   

同一圧済匝に；邑致亡勺享て童l‡て急センターか蔓一局さJtている地位においては、それて甘〃摘  

記が爵症詫汽な患者を疾病山側撰によらr2こl時間31）5日真上り＼れ 適切な三女頑を行う  

といったイ貴命放念センターとLての往古柁前提とした上て、例えば循環器疾乱外傍、」  

児疾習という疾昏ごとに大王かな役訓分担を決？／）対虻r「ろことも考えりれる、  

（イ）最寄りの救命救急センターまでに長時間の搬送を要する地域（地翠的空  

白地域）における救命救急センターの警備についての考え方  

】七意匠私 詩に、急性帽貴誌疾軋 重症外侮等に才5いては、7クセス時間〔先症から匡  

席挟間て舘羨を号りるぎてす時間）ゾ）長短が、乳首Ul予後を左右十三、琶要r⊥田子り）一つて   

ノつ勺．   

従って、放み1文恵センター♂）駐備に当たっては、どこて告者が亨∈生し／二としてL一定lり  

時間内に〉函切な医療もき偶に刺青L、適切／ヱ給療を受けることがてきる体制を砧促する巳要  

「 ミ．   

なi5、アクセス時間は、単に匡靖散開までの相違時間ではなく、寵症から透間な医横根  

閲で痛切／よ治稽川井ほ白されそ）まで爪時間として握える、こ舌である，   

二のため、引き拭き、地理的空白地械への地面枚息センターの誤狙は必要と考えられる  

が、そレ）院、GIS（地理1．軍報ンステ⊥）等山結果を事考に、拍飼胆吾センターが整備され  

たナ宅引こ一定の時問以内に到着てきる人致の柁加力てす孟IJ札）ム三jlろ地わ友を憎完十ることが  

望まれろ   
他方、現在【こ1jt・’こij／Lお地琵的空白地観ヒし：戟っていろ地域「1周，召人ロや星宿営  

昔の弓き生放からすると、研たに政和故管センターを盟1萌することが国毎隻である地域か多い  

ことカ■ら、むしろドクターヘリコアクーjP消防防りい＼リコ7クー等に．上る被急滞送やIT  

の桧用によっ丁、、亮の時間内に適切な医療罷開に引首し、蘭切な言き頂を隻けることがて  

きる作こ制を整備することも考えろペきである  

小トっている可脂性が壬．る亀  

▲地矧こ授章J）柏命概念センターが整備されていてし、ミjい〕の粧綻が麺†現しており、F  

隕責1帝が薄〈広く配隠されている扶況で夕）る，二げ）たれ 謹店外愕や熊症直fモのモ†芸海  

将器疾患のように．来院直蘭より痛切な対応ポ1くく＝〕れる焦昏に才Iして、十分左訟噂里  

瀾が旋得で言ていない】  
・放曽匡環を担う柄ド完逼り干3匡に過度レ）負担が乙、方、つてi。り、こ♂ノ：とを一回とLて巾ヱ匡   

綬に耶1つる医師の陀保が田楽な二丈次に．ちる▲  

一合俳症レ）ある高齢の恩昔レ〕割合ろ；増え、治，買1期間か異才射ヒLてい匂∪  

・管†宣期を索り越えたものの いわゆる植物状娃寺の速度な桧洩症等にエリ同医勘考閣  
内の一服柄仰・、－の♯三床や他院▼＼の転院、自宅へmう郎完が円，引ニー睦言わいなと′、いぃ亘－る  

lた和は憑センノ′－の r出口び）間朋Jがある 

（4）今後の整備の進め方  

（ア）既に一定の整備がなされている地域  

○新たに救命救急センターを位置付ける場合の考え方   
丁友ゐ歓急センターの整備かある転任】睦んでいろ他ホ引こおいて、鋳たに軟【缶板竃七一ウ  

を空欄ナることは、同一地域に同数〟パ女免拍吾セ／々椚が分散して些協三れることに′ごり  

結果的に．賃重な匡額癌脾が分散L蒔く配債されろおそれがある   

この†二め、托急J至原に糾わる医師の下足．医涌の渦重な労働虜應明磯蓬け湖く諌直ら点  

ている昨今．医師の執事的な白2置という覗早から与ると．－地矧二多故山1文面柏恐セ／タ  

ーか存在することは逆すし雲上】恋り．と【ユ言こ十、帝iたに旅烏頂牒．・ヒ／クーを咽で寸より、三  

竹ま既存の致命徴息センタ“に医師写を旗約化－「る等の対応を－「ぺきとの指摘があった＝   

Lん▲し、施設の没正主体が白滝悍や匡横丁主人等ヒ来′㌢る中て∴低音の凝ぶに医師箪の匡  

砺日揮を短期間に壌節することば現実的には萬年な状況i一ぁる、   

一方て、言な疾英；簑において既打直放而幼魚センターに匹敵するような校訓を崇仁してい  

う巨額伝聞lこついて．既に当云立地域に1欠命放念センターが整備さ九ていることを理山こ、  

諦たな牧鼻放念センターとして繹めないということL必寸しも邁明ては／よく、近卜引二挨轟  

1仁急セ／クーが設芯三れているか否かにカ・′トわらず、一定の外形的な設怖が】・ノ、約諾t世を  

．席たした伴制を沌住L、間鴨㍑牒描＝汗ト ていろ吊試チーL、試たに紋命秋空tンニ7－ヒLて  

位置付：ブるペ亨±いう指栃肴ゝぁった，   

jl⊥モ錆去える∴ 当面Zエ、享博とし二代芹／巾舟1ナ急セニ ケーと同軍も、昔．与ほ㌣たし  

てJ－11川津引こ上し「一‾・ビ葵I笠二二三：1′l二】」していろ施ニモ：こついて：1、手て■音【再三仁ン∴一［Lて  

は賃けりてt＼二と1）蘭当では1さt・1▲ヒ考え一っ了tモーー モノ）l已吉、肖1り重L7二育ILい充㌻梗ぶ  

臨等？用いて、危3ユニとに＝珊ヤ弄1嘉そ†王手□〕に孟子低Tること三；京葦一ご∴う  

○向【匠原野に穎数の救命救急センターが璧備されている場合の役割分担  

3、第二次救急医療機関の状況及び今後の璧偏について  

（1）こ丸までの警備の流れ   

有二．よJ士吾圧環柱間と；ま▲ 入院を翠する】至急圧ポを担1直射隻問て六って、第三次軋2  

巨竜抗【跳⊥牛山L爪てうーり，茄道屑牒′）1伴既丁る圧荷計軌こ芸・プラ票曇僻を】墜上／ト5‡。山てご  

ろ．厚三芳拗甘に寮してけ、昭和52年檻以棄、∽期 ニヒ、三一失土いった艦尾的壇吾匡  

転作制ノ）聖心笛を】射／」るととらに、第二上拍急便牒湿潤・り慧1針ノ）一作とLて、同仁完剛高話制  

病院ヤ共同利用型朽昭二 ）、し′バ1前期を行一．‾：言た（  

－．1「て缶㌍芯′r州l（     琶サロ 

．二1jノ享モ良÷ロ子LJ   

1」  



尖障‖l順庵竹馬    ・匿付回出立で、貴鼠と上ろ中．；完乙そ、り尾上て、ノー箭を問射し、lヒ電Jノ匡蹄Ir咄テ≒：ニュ  

ろ快刀三拝て．一七日及Uた肌：J引ナ三、む†∫仁諸■」巾誌促そ□ろ≡Jノ   

その丁二ゝつ′）千島については凰と都道府県が沌帥を行ってきたカ：、例えば、朽瞳把持患刑  

】重賞：‡‡葦については、平成17年軒こ一姫財源化される寄、その多くは他方自治体の鼓厳  

に上る事業〝ノ実施が可能になっている．   

厚生芳〈畝甘が苛：道脛県を痛じて実施LているJ枚魚圧不対斉＃蓑の現況調ノに基づ吉、  

IIわ肋有無となっていた医環機関を甲心に示二次救急医府税髄の状況を分1斤すると．  

・嗣二次放念陸橋祓偶の梓制や活動の劃こ況は▲ 箭遥府県ごとに様々である几  
・同一都道府県内においてL、状況は托々であl）．年間歓千台レ）性急車をまれ7＼出る施三宝   

力▲らほとんど受け入れてい／ょい施三三呈である凸  

■†欄jや活動が乏しい第二次胱吾圧砕他聞が比較的多くを占め、例えば、摂関・休日にお   

いてほ医師け1名～2名体制である医療桜関が7割を占わるj  

■受け入れている患者王ついては、索二次放念匡覇横間であっても、その多こが入院を・じ   

要としない外来診ー講のみの母音であろ．  

という状況であった，  

l在って、第二．女救急医磁極l紐を一部の病院に忙里．射ヒ寸ることも故老匡療体制を闘量ナる  

一つ山方帯ではあるJi、地方自治件Jこ才占いて様々な剖雷工夫や地域UJ冤描lこ応した取組に  

Jって、円．肯に邸宅が実施さJlている場合においては．第二粗放思医療穐問の拠点化を含  

め、主恩一律的な体制を三】ミy）ろぺきでIiなく、むしろ国は、そうした地梗の封椚こ応じた  

取i且を支援すべき■Pある．   

今後は．地域の現状を自′】椎に把握すろため、欄旦わノ）二村負かとうかを問わず、試】亘何県の  

医硬計画において窮二次救急医原他聞と位駈けけられたす′こての医採取嗣を対象として、  

放念患者の受入れ状況や医師の勤務体制等も含めた吉空横棒制JP活動実掛こ開十る調査を実  

施丁る必要がある．  

一〇．   

また、吊二次救急医帝機関に対する烹はに加え、地舶こ謝、てだ閉・休日J〕放患匿環を  

担う医師に対する田酸的な三掛こついてむ横行寸ナノこ書である 

4 特定の診療領域を専門とする医橋機関の位置付けについて   
本検討会におし、てけ、当Ⅵ、脳卒中や心稲技箋など創生循環語疾乱小児疾患等の特定  

の已絹領域を専門とする匡環杭樹がl鰻層療に果た寸権利やそレ〉効果的な活用に必要な体  

制等についても話法をi怯める千定としていた，しかしながら、欲念隙送患者の貴入先医諒  

絶間の選定に時間を要した好例の郵如一指次ぎ、三た謹拶省消躇庁の鯛査でも．受入先匡  

掟挟間の選定が円浦に唯んでいない状況が明らかになったたれ、特定の！主項領域に射して  

高い診凍結力を有する医帝位鰍二関する蛮施よりら、幅広い（顎嘱に対応できるま入先匡奄  

他聞のl珊事を整備するという観点から再三次枚忠臣桁搬閑、第二次救急医折撲閑のあり方  

について〝）話詣を原発Tることと／′った．今後、改めて特定ノ）吉夢倍額域を射『とする直僚  

機【第l直あり方や、特定の績掛二璧点を当てた救急医喋附則け野師こついて．言売払を，進める  

ピ・要がある．  

5．枚急搬送における課題と円滑な受入れの推進について  

（7）医療機関と消肪検閲の連携   
いうまでもなく、匡標機関が救急托選患者を円滑lこ薫り入れるためにほ、直斥他聞と消  

防槌蘭との連携が欠かせない，二次医療圏内の；壁掛ま、日常的に匪校能閲と消防随朋が情  

報を交換することにより得られるが、正こI在職送に偶わる逆鞘のためlこは都道府県単位の放  

息医剰音郁システムの活用が・ピ、牽となる，本隊開会においてL、例えば．牧息医環随関の  

貞を帝用韻が的確に御方機関に伝わる†拍」を構築するたが川）救急医礪惜郡ソステムについ  

て、圧砕槻閑の苫を標情計ケて滴切にで覇さjtていない等の理由により、8寸しL有効に活用  

されてい左し、とノ．■指摘があった．二れに一）いては、肺重の使命柏念セニクーの漸い、云平価  

において、情報の更所状況等を新たにJ声日として加える等の対応や、牧告匠標ほ用システ  

⊥による医掠横間の診剰＃胡モ地域の按愚直振有塩関同士でリアルタイムに非仔でさる付利  

ヤ消防他聞からい苛裡入力できる秤制につし、てレ考えるペきである，   

この他にも、今後、第二抜放告圧砕鹿周もぎ卜一）、軋争l亘疾情報システ⊥・、の地域の放念  

医療機関し′）入力状況等についてメチャカルコントロール閲読全盲で鋲旺を；延）わる・必要がチ  

リ．この．亭については、木崎討套と同時期に訟胡座闇泄庁においてけ引臣された1柏葉持市  

だ化柁越撞討童においてし指摘ニ】lたところで言っる。   

（2）今後の整備について   

第二次改組医耶他聞の今後の整備については、r調澗捨象匿ホ搬間と窮二次は忠医療摘  

囲を一件とLて盟僻すペきてある上l広い分寧Fに対応てきろ師＝洪敢悪性標札偶の整†雨が  

と層てある八 一当直伴制ではなく交lじ勤務制が可能与環境を整偶寸・－くきである∴「〉定（／ノ  

枠組丸をl苗たした活動冥緒のある洞院を支抗1‾′ミきであろ」等の指摘力；あった   

また、窮二．よ欺息温帯他聞からヒ7リングを行■ニた附こは．ー匿積撞串青〟〕8い呆．竹田飛  

てもも」、r地方岸＝表匝からの隠恥金が削腐むれむ動きがあるL r玉眼企の員椎が大きい」  

l医環祈三ヒリスクが増大している」毒〟）詫言が吉Jつた．   

二．】lらせF嵩まえると、引き蒜～き、地域における放念匡環横間・力増沢を稚】壊しつつ、諦二  

次救急匿環1詫間の随能ノ）充実を唸るペぎであろと考えられろ＿ 加えて 一定の詣靡倖制や  

活跡象範のぁろ覇二．J：汝息匡応校閲については、モの闇†拡に応じた三†虔を陸討‾トぺきて宜・   

15  

また．大牢柄院等の高度琴門医療を担う医機構椒については、各々の耶り比ヤ雷女標目間  

J）掛携の不足が院内た床を田発こしている牢固の一つではないかと考えら九る，   

思昔と買族の求める医療水埠と転床・転院先の状況との帝恥については、炊愚直蕨用の  
病原からの転床・転矧こついての国民的理解を形成Lていくことが宜男であり．社会生体  

で理郎を深？・うられるような取組を進めていく必壁がある。さらに、円滑な転床・転院の1尽  

；堕や、施設内，施設間の連携の構喋を回るための専任者を配征する琴の救急医環棉関白身  

の取組と、急性期を乗り填えた患者が円滑に救急医碩偶の病床から較床・転院できる地峡  

の作制の滝喘が必要不可欠であり、匡原罪と惰力しつつ、国JP都道府県が支援を行うこと  

が慮要であると考えられる。  

（3）円滑な受入九推進に向けた対応   

今i芙は、上述の対動こ加えて、次のような方南を摘牒することが薙睾であると考えらjt  

る．  

・牧舎匡府機関と地岐の他の匡府陵関との開で、地域全体の各区標撤問の専門性や、効率   

的な患者の振り分け方言引こついて相和を共有するた〟）の地域ロ）取g且を実損する、  

・来院十る多数の救急患者に対して、効果的・効率的に医療を濃供するため、院内でのト  

リアージを適抑こ行いt与る臨席従準昔ゾ）育成とそ山配毘を総5止すろ，  

・揆開■休日苛における診府所医師の外来吉夢凝の椎；些′上ど、珍種所医師の傲息医療′、J）参   

画をう睦める。  

・地域全作の匿績値附こ閲すう軋忠匠溌柿酢こづいて，滑胡逐一元化ナるととい二、消J彷   

他聞との共有をi怯める．  

・故恵匠舵機開のi茸報を住民に対して開示し、漱忽歴環の作例や転席▲転院について恩圧   

の凛解を永める＿  

・家信等での緊急時U）対応方法に関する普及啓発を国鳥．  

また、今拉は、病状に応して滴りJな匿硬を掟l絶て号る受入先医環握閑・吉左横科に愚者を  

脈†）分ける布の約盤（管制塔娩旭）を行うシステムを塩焼するとといこ、地域の英1＃に粕  

通した故忠臣等を軋邑患者受入コーディネーターとして配但することを推進すべきであ  
り．仰せて、二ういった役割を担う救急医等の育成を回っていく必要がある。加えて、′ト  

軋甘魯竃指摘抗軍機1牒8000）について、全国の好運府県が鳩何で利用できる粗．喜作  

りや試齢甘を含む成人へ対数を広げるなど、8円儒省庁が唾擁しつつ、同率軍拡充を検肘す  

ることも仏軍である．  
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（2）「出口の問責且」について   

かわてから、荻農産原種関に糎迷きJlた患者が、急性期を雫り越えた後も、放急匿績用  

の病床からの転床・転院が停滞L、結果的に抽象医療用の病床を長期間悼用することに上  

って、救急医環捷㈱が新たな放念恩者を受け入山ることが円錐になるという、いわゆる瀬  

乳酪煉槌関の「出口レ）問題」が指摘されてきた。   

総務首消防庁は、医鞭槙間の受入照会回致が多数に及ぶ¢矧こ閲し．平成19年度に姥  

急l姫送における医療機関の受入状況等冥使調査を行った、   

これによると、放念睡｝引こおいて受入れに亘らなかった理由として、r処置田軌、rへ  

γド．勘勘、J手術中・患者対応中」、「埠門外」、「医師不在J等が挙げらJtた．特に、托命  

1火急センクー琴（＊）においては，【ベッド満床」が第1の理由として寿げちれていろ－  

1てこ司玉：二i↓いて．り如れ粗ヨヤン〃一年Jとl’主，れ命孜モセン〃一．噌域て放免紙己t／クーに嬉じてれり胡ゴーれ   

ろ時空l大字研瞑竹芝認′（ご）をい1   

東急医療機関での真人Jlを祐実なLのとするたげ一‥急性期を脱した乳首を受け入れる病  

床を沌†草する観点力一ら、入院している患者〟）退院、同岬医僚機開門で山転床、他JJ膚隈箪  

へ〝〕転院の梶堰など、放念医療機関♂）「出口」を相集寸ることが必要である，   

本棟肘主において．徳忽医療矧過と．転院を受け入れる柄院の双方からヒアリングを行  

った隙には、急性期を乗り越えたものの救急医標用の病床から移動できない具倖的な何と  

Lて、いわゆる超物状蛙尋の重度の常識陣容がある患者や、合併する精神戊恩によって一  

鳩柄掩では管理が田輔である昏者、さらには人工呼吸管理が必要である患者．院内感染の  

l那計トなケ細菌の保菌者等が牽けら出た．   

また、身宗l）が小、艶昔ヤ独居の患者、未収金の誕生レノ可再引生がある単音等については．  

瞑Fた・転院が田樺であるとの繕描があった。≡ちに．漕ぎと貫」抗の求めろ庶務水⊥担と転ほ  

・転院先の帖兄と√、・和隠や、軒席・陪塙してら乾謀の担．斉的魚†旦が恒滅≡れ／よいことら、  

貯ほ・転F毒を時げる七きな要田にノ上るとの指摘がコ、つた －一方、転院先の匡標陥間二言⊃し  

てL・、れ曽屈標構軌いらJ）転院を針丁入れられカい理由t′ノ多くは．当緩匡牒鼎描射い副菜で  

1七会匠癌構問と同仁か′ノ 出口山間軌 てあろとの指瓢）・あった▼ 位′竺l至境随掛り「出口・八  

開担」だ・ナてなて、さらに駈瞑先U）「出口し■〉問埋」といった玉冥き望ゾ1問墜もあることカ  

ら、r主項・タl謁システム全作山間脛とも考えらjtる  

JJ  

（4）いわゆるER型救急医療峻関の課長割こついて   

壇命放免センターを設直する直積機閲等において、ER型放念匿環観閲と杯さ九る施設  

がある】その状況を帆活してみると、  

・軽症から蔑症呈で、横臥 牢阻汚毒逆手鮫を問わす、軋邑重（ERj を受診するす／くて   

の投合患者を受け入上る  
・その稚費皆昔すべてにE尺型枠忌匡と呼ほれろ匡鞘が紋．き初期諒蕨を行い 入店冶塀や   

手術が・ピ・堅な患者を醍作屑院山謹当舘据l：こ摂り分Hる  

■そ♂）医師ざ三ス拐診環や手偏等を行七巧い体制を維持している－  

とい）ものであるが、E】く聖放念巨額機問といってLそ【／〕買値は様々てあり、T▼■ミ‾てt7ノ施  

招が上述の任削校風「果していろわけではノ小、   

ミた．各港虜汀レ）医師が当直医±して考倒を提供十るこ±：ニよl）月惟指≡jtてきた時Ii口外   
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宗4 おわりに  

本撞ぎ1套にi5し、て、挨由放念センサーの煮い、王手僑★．去、熱闘女莞センターの裏腑の三っ  

り方については．一にV㍍翫貴を結束J∴ ■川方 ER型牧君臣頑抜閲．崇ニーエ子女忠信項掟関  

については議論を行ったが．方向性を十分に示すと二′三．王てには至らなかった。特花々）詣  

窟領域を革門と【「三堰昂放置1jp高空抽命致忽セ／クーtワあり方についても道雲な設担マム  

）、引き缶1き、涜音義を行っていく・ビ要がある．また、平成3年厚に義足したれ含如命士別  

J蜜に1卜てL、すでに2n牢近くが経過し制度が定巻してきたが、今後け、メテイカ′しコ  

ントし】1ル描法童の位置付けや、特急拍鼻士）一層の浩揮方法工ついて壬j植村すべきてJr   

二ノ）他にも揉題としてけ取l〕上けなかったLJ吊り、木撞討会♂）中で 延々、建者・電  

信萄弛域住民と医療徒苛肴♂）明方にぶける r伏怠医療㌧公共1主に閑すろE苫；哉の已聾†呈」」二  

ついて妃言′）：吾（た，   

E掠は国民生活の基窒を三える公共性の高い営Å1こ一ふり、皆吾■貰詩など、地域住民と  

医療城中者J〕双方にそ九を三える第力が必棄てあるこ土、料こ、奴急直前ま卿ゝれた匡環占  

源を有功に活用ナる必賢性が布いこと等を広く社会がまき託する必要かゎる。ほ心と希望  

山匡東経悍ビションj において】む′くられているとおり、軽症智者による筏間レ）東金外来利  

斤iヤ、不適切な歌聖車〃」利用により、敢君臣療粘間♂）負担を不と宴に増加∈せ、揖に・亡羊  

小宅言・に楷葱匡標をまけられないことがないようにしなければならない こ軋）ため、地域  

の各匡栢囁閑の値優ぞや門はについて地域性民に適切に†～；雑書毘供を行うとと喜一に、適切な  

三言封行動樟孝に／いてレ一昭経的な霊泉・啓弓皇を行うことプ・・求〟りゝれる，また笹昔 家族等が 

特に抽葱臣軌こはリスクヤ下托実性が伴うことを互ご蒜．Lた上て、横柄？滝稀について王1F  

的な望耶に㌍虻つつ、筐茹従ユ甚看±備付けも・豪勢が・と、琴てあり、テのための貢法力：王室要て  

い’）勺し   

人口Ⅲ成山高崩什．散吾僻遠治者の食姻、医環の野市に貪†ナる臨民の瑚楕の市ま、1′fと、  

托忽匡右を堪る卯莫JT大きく変化している。匡疾は、ノ、々が地頓で安心して生活していく  

上て火力▲サニとがてき7∫い、国民生活の袈裟を責える営みでぁり、とりナけ救急医原rま、  

地域t′）ヤー「子イ一手ソトを琵保イてという札束からそ爪f良木をなすものてふ乙。軍使討  

主においてJi、引さ試き、療砦匡諒倖副を択一）巻く4失況ノ）変化に対応した、J7るペき放念  

匡樟体制再構築に同一†に吉良害毒を行っていくどl努力▲ある  

ご■i葉菜子毒を、現時点てし手足LているER型詭忽匡とロー：ニ】Lる巳抑のコ′に重さ1ることr‡不  

可能であり、無理に行えば遺伝愚者の拾硬を丁旦う医師の不足を招く右それカニあろ   

仮に、我が盈においてER型劇含長原£ヒ閲を言及させるとLた椙含，地域や匡頂軌問の  

医侃に応じて，牧命徹告センターではないがl吉光に放念匿環を担っている第二Jこ放七倍頑  

借問？，1な命放き，センターを設置1一る直頬飴開こりうtユ、ER型牧諷匡積傲矧こ阻L、をしつ  

歳三三が、i無ケにElく聖放念区環借問へ移行十ろことモ促丁といっ二刀応が考えられ仁・が、  

いすれにしてL、厚生雰劉省として∴一計地域（弛忠臣環観閲j ての試行中宗を実施イ  

宇山前に．三才＝はり下の点等に√け、て正淀左買値把柁を行う心学メホリ そし′）上で、そ〟）  

疋要一笠等を榛村十ることが妥当て舌）る 
・亡R望牧舎医とβFばれる医師の白担  

・4烹ノき搬送聖篭しり三人れ  

・3七難待ち時間  

・塔門言責病モ科＝の迎掩   

入院担当阜1との連携  

「救急医疫の今後のあり方に関する検討会」  

くメンバー＞  

石井 正三  日本医師会常任空事  

泉  陽子  茨城県保憧福祉部長布巨」√可  

染谷  意  茨城県保雀福祉部次長描いL封  

坂本 哲也  帝京大学医学部救命救急センクー発達  

福崎 英夫  国立l呆煙匡原料学院長  

島崎 睦次 （財）日本放念庄原財団理事長／／古非大草救急医宇教授  

蔓牒］一別  国立循環器病センター 内科脳血管部門 匡真  

野々ホ 安  国立循環器病センター 心瞳血管内叫部長  

藤：け 正暫  大阪府立仕手保健投合医療センター 総長  

前川 剛志  山口大学医学部長  

松下  隆  青京大学圧学部整形外科主任敦挨  

山本 悍博  東京抗癌ー即売畏  

・こオフ片∴－′、－ニ  

荒ト 話人  掟持省消ほ庁我意企画室宗】iこ  

眉ロ1茎弘  藷鍔省消防庁曾息企画宣「－   

これまでの検討の吉呈㌍  

（鴛1回の三善地）  

建（ぷ宗全Lリ慌更について  

今i左の敷由放きセンターの£偏について  

高度▼比和秋色センターのあり方について  
絶命枚虐センターの評価し′〕jrリ別二ついて  

く箋2回の建髄）  

枚命概念センクーJ〕充実度評価JJ見直しについて  

・有領事ち人からの説明  
・境木委員からの説明  
今後り）牧師払空センターの整備について  

高度敗命腋恩センターけ）こっり方に／ついて  

（第3回の量電視）  

】1和独急セングーノJ充実度孟子価U）見直しについて  

今後の紋命釈恩センターの豊潤紆ンついて  
高度怯糾女息センターのあり方について  

（買4回のほ闇）  

今後の救命救急センターの整備について  
■放念直積擁順位せほけ沌l担について  

喬ニー大歌葱l夏繚糀l周について  

・第二次観念直帯板隕の状況について  
・ER型拭き、匡蔵版間にこいて  

（第5回のjき頴〉  

二八‡てゾ1詫言為に1いて  

1こ（誉託て】きにお・‾：そフ、ゴし1二≡ノ㌻．7ノ・つた社乱二／ノいて・出口√′指1埋／fと‘1  

苓二沃敢そ匡童牒描けけ・）ちにつt・て  

中一詞汀（り壬と．ノノ「ハ盲「子【讐〉 に一ノい  

（茶6【司及び蕪7回の孟愛書畠）  

中間取り三とノ）【雫）について   
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を検証する観点から厚生労働省において必要な医師数について推計し直すべきである。  

その際、少子高齢化の進展や国民の医療に対する二一ズや意識が変化していることを踏  

まえ、あるべき医療の姿もイメージしつつ、高齢化の状況、患者の診療動向、女性医師の  

増加や働き方に関する意識の変化、医師の勤務実態、世代別の状況、医療提供体制の  

あり方など様々なパラメータをできるだけ考慮した専門的な推計を行うべきである。  

2 医師の偏在と教育  

現下の医師不足間矧ま、診療科の偏在と地域の偏在というr2つの偏在」によって深刻さ  

を増している。国民が地域において確実に必要な医療が受けられるようにするためには、医  

師の数を増やすだけでなく、こうした偏在の間矧二的確に取り組む必要がある。  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化ーこ関する検討会  

中間とりまとめ  

平成20年9月22日  

本検討会は、国民が地域で安心Lて医療を卦ナられるよう、医療を守り質を高めるため  

に必要な具体的な方策について、国民・居着や現場の視点に立って7回16時間を超える  

時間にわたり≡羨論を重ねてきた。   

厚生労働省においては、こうした議論を踏まえて、関係省庁とも協力し、下記の事項及び  

検討会で出された現場の知恵ともいうべき提案について積極的に取り組むことを要請する。   

併せて、医療者、特に指導者たる病院長・医学部長等においては、真に国民の信頼を  

得るため、徹底した情報開示を含めた自浄作用への取り組みが求められる。   

更に、医療費の対GDP比がOECD30カ国の中でも21位と低い水準にあることを踏ま  

え、より賃の高い医療の実現とそれに必要な医療費のあり方について国民的な議論が行わ  

れることを期待する。  

1医師養成数  

産科や救急などの診療科では勤務医の不足から厳しい状況におかれまた、地域によっ  

てはその他の診療科も含め医師が不足する事態となっている。こうした勤務医等の待遇等  

の状況を改善するとともに、さらに医療の質を高めるため、医師養成致については増加させ  

るべきである。  

○来年度においては、医学部教育・地域医療に支障を来さないよう配慮しつつ、少なくとも  

過去最大の医学部定員（8．360人）を上回る程度を目指すべきである。  

○我が国の人口10万対の医師数はOECD30カ国中26位と低いこと、OECDの平均医師  

数が我が国のそれの約1．5倍であることも考慮し、医学部教育・地域医療に支障を来さ  

ないよう配慮しつつ、将来的には 50％程度医師養成数を増加させることを巨指すペきで  

ある。その後医師需要をみながら適切に養成敬を調整する必要がある。こうした医師需要  

1  

○診療科の偏在の問題については、特に病院に勤務する医師が減少傾向にある診療科や  

救急医療においては、時間内でも時間外でも厳しい勤務を求められることが多いことを踏  

まえて、その働きを評価し、医師が魅力あると思うようなインセンティプを付与することが  

重要である。外科系の診療科をはじめ医師の技術を適切に評価するため、ドクターフィー  

についても検討する必要がある。  

0地域の偏在の問題については、へき地などで働く医師へのインセンティプの付与、へき地   

などへ派遣された医師を様々な面でサポートする体制の整備、医学部の定員を増やす   

場合に地方出身者が地元の医学部に入学しやすくする方策が必要である。また、専門   

医としての総合医・家庭医の養成とともに、他の専門医が総合医・家庭医となって地域医   

療を担うようなキャリアパス、再教育のプログラムが必要である。  

○当面、上記のインセンティフの一つとして、産科、救急、へき地などで勤務する医師等に   

対して手当を支給し、その働きを評価すべきである。また、通常の勤務に加え、当直やオ   

ンコール対応など厳しい状況に置かれた勤務医の勤務条件を短時間正規雇用などによ   

り改善を図るペきである。  

○また、2つの偏在の問題に対応し、また、医療の質を高めていくため、現場の意見を十分   

聴取・検証し、国民■社会特に患者の声を聞きながら、諸外国の例を参考にしつつ、初期   

臨床研修制度や専門医トレーニング（後期研修制度）のあり方を見直すべきである】  
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○より質の高い医師を効果的に養成する観点から、医師の卒前・卒後教育の連携をはじめ   

とした臨床研修制慶のあり方について、文部科学省と厚生労働省との合同の検討会を早   

急に立ち上げ、対策の具体化を図るペきである。  

3 コメディカル寺の専門性の発揮とチーム医療  

よりよい医療を実現するためには、治療にあたるチームを構成する医師のみならず各コメ  

ディカルが専門性を発揮していくことが重要である。  

○コメディカルが専門性を持ち、キャリアアップできる仕組みが必要であり、そうしたことへの   

インセンティブの付与や支援が必要である。同時に、コメディカルの数を増加させることに   

ついて具体的な検討が必要である。  

○チーム医療を実践することや各職種が専門性を発揮し、患者のためのよりよい医療が行   

われる体制がとられることを前提に、その職種でなくても行いうる業務を他の職種に担わ   

せるスキルミックスを進めるべきである。  

○患者の安全性向上のため、4年制大学への移行も視野に、青書襲師基授教育の充実を図   

るべきである。  

○医療者と患者間の真の協働関係を樹立するためには、医療従事者が全体として、患者   

の立場を十分に配慮するという施設の「文化」を醸成する必要がある。そのためには管理   

者の姿勢が重要である。諸外国の例を参考にしながら、医療における院内メデイエークー   

の活用も今後の検討課題とすべきである。  

4地域医療・救急医療体制支援  

○地域医療の担い手の一つとして、専門医としての総合医・家庭医のあり方等について検   

討を進めるべきである，  

○がんなどの在宅医療や看取りまで行う在宅医療・在宅医の専門性を評価すべきであるっ   

訪問着蓄熱こついて、医師の標準的指示書や個別的約束指示の下で看言責師の裁量性を   

言忍めることや、訪問者護のあり方を検討すべきである。  
3   

○地域全体の病院医師や診療所医師の連携を円滑に進め、診療所医師が病院での診   

療に携わることを進めるためには、病院における医療に対する診療報酬を、ホスピタルフ   

ィーとドクターフィーに区別することを検討する必要がある。また、地域全体の病院医師   

や診療所医師の壌携を円滑に進め、患者の入退院・転院を円滑に進めるためには、地   

域の医療機関における電子カルテの情報共有が必要である。また、医療の透明化を図   

るため患者が無料で明細書（診療内容がわかる領収書）を受け取ることができるように   

する必要がある。  

○救急医療において、患者が適切な医療を受けられるようにするためには、最も重症の者   

を受け入れる第三次救急の体制を堅固なものとすると同矧こ、軽症者も含め多くを受け   

入れている二次救急を支える体制を構築することが重要である。その際、地域医療を現   

在保っているネットワークを活用するよう、各地域の実情を十分把握する必要がある。  

○このため、数多く救急患者を受け入れた医療機関・医師を評価すること、地域によって   

は二次救急が福祉的なニーズを持った患者を相当数受け入れているケースがあること   

から福祉関係の行政機関をはじめ関係機関が協力して受け止められる体制を構築する   

こと、医師以タ＝＝も適切なトリアージができる看護師を養成すること、が必要である。  

○医療と消防の連携を円滑化し、消防防災ヘリコプターの救急搬送における活用を推進   

するべきである。  

5 患者・住民の参画  

○地域の限られた医療資源を活用し、必要な人が必要な医療を受けられるようにするた   

め、かかりつけ医を持つことを呼びかける、病院受診前に自分の状態をチェックするため   

のフローチャートを作成・配布する、医療に関する住民主佳の勉強を開催する、といった   

地域住民による主体的な取り組みが行われている。各地のこうした取り組みを支援し、   

住民とともに地域医療を守ることが重要である，  

○患者・住民に関わることを決める場合には、愚者▲住民とともに議論し、考えるという視点   

が重要である。  

j   
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